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１．社会保障制度改革

社会保障給付費は、年々増加してきており、

平成15年度で83兆円、対国民所得比で23％にの

ぼると見込まれている。今後も、急速な少子高

齢化の進展に伴い、経済の伸びを大きく上回っ

て社会保障の給付と負担が増大することが見込

まれ、社会保障制度の持続的可能性に対する懸

念も生まれている。（表１参照）

現在の社会保障制度の枠組みが出来たのは高

度成長期であるが、制度が前提としていた経済

情勢（右肩上がりの経済）が転換し、また、給

付を受ける者と負担する者との間の不公平感も

強く意識され、さらに、健康で豊かな高齢者の

増加、女性の社会参加の増加などに見られるよ

うに、社会保障を取り巻く社会・経済構造が大

きく変化してきている。

社会保障は、国民の「安心」と生活の「安

定」を支えるセーフティネットであり、国民の

生涯設計の基盤となるものである。

(表１) 社会保障の給付と負担の見通し (平成14年５月 厚生労働省)
2003年度(予算ベース)

(平成15)
2005年度
(平成17)

2010年度
(平成22)

2025年度
(平成37)

対NI 対NI 対NI 対NI
兆円 ％ 兆円 ％ 兆円 ％ 兆円 ％

社会保障給付費 83 23 91
(100)

24
(23 )

110
(127)

261/2
(26 )

176
(207)

311/2
(311/2)

年金 44 12 48
(53)

13
(12 )

57
(67)

14
(131/2)

84
(99)

15
(15 )

医療 26 7 28
(32)

71/2
(71/2)

35
(40)

81/2
(8 )

60
(71)

11
(11 )

福祉等 13 31/2 14
(16)

31/2
(31/2)

17
(21)

4
(41/2)

32
(36)

51/2
(51/2)

うち介護 5 11/2 6
(7)

11/2
(11/2)

8
(10)

2
(2 )

20
(21)

31/2
(3 )

社会保障に係る負担 80 22 86
(99)

23
(23 )

103
(122)

25
(25 )

182
(204)

321/2
(31 )

保険料負担 55 15 59
(69)

151/2
(16 )

70
(85)

17
(171/2)

124
(142)

22
(211/2)

公費負担 25 7 27
(29)

7
(7 )

33
(37)

8
(71/2)

58
(62)

101/2
(91/2)

国民所得 366 ― 376
(433)

―
―

414
(490)

―
―

557
(660)

―
―

注：１．括弧内は平成12年10月推計による推計値である。
２．仮に、社会保障以外の支出に係る公費負担の対国民所得比が近年の水準（２割程度）で変化しないものとすれば、本推計
においては、2025年度の国民負担率（国及び地方の財政赤字を含めない場合）は約521/2％程度となる。
なお、潜在的国民負担である国及び地方の財政赤字は、平成15年度（予算ベース）対国民所得比で約11.0％となっている。

３．年金の国庫負担割合が1/2の場合、各年度における社会保障に係る負担は、
2005年度 2010年度 2025年度

社会保障に係る保険料負担 57兆円 (15％) 67兆円 (16％) 116兆円 (21％)
社会保障に係る公費負担 30兆円 (８％) 37兆円 (９％) 64兆円 (111/2％)

となる（2004（平成16）年度に国庫負担割合を引き上げた場合。括弧内は対NI比）。
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21世紀の少子高齢化、低成長・低インフレに

合わせて、経済・財政と均衡のとれた持続可能

な社会保障制度を再構築し、後世代にこれを継

承していくことが我々に課せられた重大な責務

である。

持続可能な社会保障制度を構築するためには、

「給付は厚く、負担は軽く」というわけにはい

かない。「自助と自律」の精神を基本として、

国民皆年金・国民皆保険の意義・役割といった

根本に立ち返った検討を行い、経済・財政との

調和を図っていく必要がある。また、その中で

世代間・世代内の給付と負担の公平を図ってい

くことが重要である。

このため、

○ 経済動向等のバランスのとれた給付のあり

方を担保する仕組みを構築する。

○ 負担能力のある者は、年齢にかかわらず、

能力に応じて公平に負担を分かち合う。

○ 利用者の視点に立った、効率的で質の高い

サービスの提供を確保する。

こと等が必要であり、年金、医療、介護、福祉

等を総合的・制度横断的な観点に立って、社会

保障制度全般を再構築するため、制度の合理

化・効率化に向けた具体的取り組みを進めてい

かなければならない。

他方、医療、介護、年金等は市場の成長が見

込まれる分野であり、公的保険の範囲を見直す

とともに、民間保険等を含めた様々な手段の組

み合わせにより各般のニーズに柔軟に対応しつ

つ、公的保険の選択の幅を広げ、多様な事業主

体の参入を促進することで、成長と、雇用創出

を実現していくことが重要である。

２．平成16年度社会保障予算の概要

平成16年度予算編成においては、以上の考え

方のもとで、年金について、長期的な給付と負

担の均衡を図り、社会経済と調和した持続可能

な制度への改革に取り組むとともに、診療報

酬・薬価等の1.0％（医療費ベース）の引下げ

を行う等、歳出の合理化・効率化を行ったとこ

ろであり、その結果、平成16年度の社会保障関

係費については、前年度当初予算に対して

8,063億円（4.2％）増の197,970億円を計上し

ている。各分野の概要は次のとおりである。

（表２参照）

まず、年金については、少子化等の社会経済

の変動に対応した持続可能な制度を構築し、制

度に対する信頼の確保を図るため、保険料率の

引上げ、財政均衡期間に係る有限均衡方式の導

入、保険料水準固定方式の下で給付水準をマク

ロ経済スライドにより自動的に調整する仕組み

の導入、安定財源を確保した上での基礎年金の

国庫負担割合の引上げ等の制度改革を行うこと

としている。このため、16年度の基礎年金国庫

負担について、年金課税の見直しによる増収分

を財源とした引上げを行うこととしている。ま

た、16年度の年金額等について、物価・賃金の

状況等を踏まえ、平成15年の消費者物価の下落

（▲0.3％）に応じた物価スライドを行うこと

としている。

医療については、最近の医療費の動向、診療

報酬・薬価等改定の影響（本体±０％、薬価等

▲1.0％：医療費ベース）等を織り込んだ上で、

国庫負担81,238億円（15年度当初予算比3,717

億円、4.8％増）を計上しているほか、医療安

全対策や医療提供体制の整備等を推進すること

としている。

生活保護については、原則70歳以上の者に支

給される「老齢加算」について３年で段階的に

廃止することとするとともに、国民の消費動向

や年金額の物価スライドの実施等を総合的に勘

案し、生活保護基準について0.2％の引下げを

行うほか、運用について適正化対策等を実施す

ることとしている。
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介護・福祉については、介護保険給付費の適

正化対策を推進するとともに、障害者の自立と

社会参加を推進するため、新障害者プランや雇

用と福祉の連携等による障害者雇用等を推進す

るほか、安心して子どもを産み育てることがで

きる社会を実現し、仕事と子育ての両立を支援

する等の観点から、平成15年度税制改革の趣旨

を踏まえた児童手当の充実等を行うとともに、

待機児童ゼロ作戦の推進、放課後児童受入れ体

制の整備等を着実に進めていくこととしている。

雇用対策については、失業者の生活の安定と

早期再就職の促進を図る観点から、雇用保険求

職者給付の支給に必要な資金を確保するほか、

若年者雇用対策の推進、官民による労働力需給

調整機能の強化、民間を活用した職業能力開発

の充実など、円滑な労働移動、早期再就職の実

現等のための施策を推進することとしている。

３．年金関係予算

⑴ 年金制度改革について

我が国の公的年金については、長期的な給

付と負担の均衡を図り、将来にわたり安定し

た制度を構築し、制度に対する国民の信頼を

確保することが喫緊の課題となっており、今

般、年金制度改正案が取りまとめられたとこ

ろである。制度改正の主な内容は以下の通り

である。

① 保険料固定方式とマクロ経済スライドに

よる給付の自動調整

・ 厚生年金の保険料率を平成16年10月か

ら毎年0.354％ずつ引き上げ、平成29年

度以降18.30％とする。国民年金の保険

料を平成17年４月から毎年280円ずつ引

き上げ、平成29年度以降16,900円とする

（いずれも平成16年度価格）。

・ 保険料水準を固定した上で、その収入

の範囲内で給付水準を自動的に調整する

(表２)
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仕組みを導入する。具体的には、社会全

体の保険料負担能力の伸びを反映するこ

とにより、給付水準を調整（マクロ経済

スライド※）する。

※ マクロ経済スライド

新規裁定者
の改定率

：
一人当たり
賃金上昇率

－
スライド
調整率

既裁定者
の改定率

：
物価
上昇率

－
スライド
調整率

［スライド調整率］

公的年金被保険
者数の減少率

＋
平均余命の伸び
を勘案した一定
率（0.3％）

→
2025年度までは平
均年0.9％程度

・ 給付水準については、調整を行っても、

高齢期の生活の基本的な部分を支えるも

のとして、厚生年金の標準的な世帯（専

業主婦世帯）の給付水準は、現役世代の

平均的収入の50％を上回ることとなって

いる。具体的には、基準的なケースで、

平成35年度以降、厚生年金のモデル年金

（夫婦の基礎年金を含む）の所得代替率

でみて50.2％となっている。

② 基礎年金国庫負担割合の２分の１への引

上げ

・ 平成16年度以降、年金課税の見直しに

よる増収分を充当する。（初年度 272億

円、 平年度 1600億円程度）

・ 平成17年度及び18年度について、我が

国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要

の税制上の措置を講じた上で、国庫負担

割合を適切な水準に引き上げるものとす

る。

・ 平成19年度を目途に、政府の経済財政

運営の方針との整合性を確保しつつ、社

会保障に関する制度全般の動向その他の

事情を勘案し、所要の安定した財源を確

保する税制の抜本的な改革を行った上で、

平成21年度までに２分の１に引き上げる

こととしている。

③ 給付と負担の問題に加え、生き方、働き

方の多様化に対応した制度を構築するとい

う観点から、制度の見直しを行う。主なも

のは次の通り。

・ 在職老齢年金制度の見直し（70歳以上

の被用者の厚生年金の給付調整の実施

等）

・ 次世代育成支援の拡充（育児休業をと

った時の保険料免除措置の拡充（１歳未

満→３歳未満）等）

・ 離婚した場合や分割を適用することが

必要な事情がある場合、第３号被保険者

期間の厚生年金を分割できるものとする。

・ 短時間労働者への厚生年金の適用につ

いて、厚生年金が企業及び被用者の雇用

形態の選択にできる限り中立的な仕組み

となるよう、法施行後５年を目途に、総

合的に検討し、その結果に基づき、必要

な措置を講じる。

⑵ 平成16年度予算

① 年金額の物価スライドの実施

平成16年度の年金額については、平成15

年度と同様、前年（15年）の消費者物価下

落率（▲0.3％）を反映し、物価スライド

することとしている。法律の本則に従えば

引き下げることとなる過去３年間の据え置

き分（平成11年から13年までの消費者物価

下落分▲1.7％）については、特例措置を

講じ、引き下げないこととしている。

② 年金国庫負担

年金課税の見直しによる増収分を財源と

し、基礎年金国庫負担額について、国庫負

担割合３分の１に加え、272億円増額して

いる。年金国庫負担金は、平成15年度の５

兆6,284億円に対し、平成16年度は５兆

ファイナンス 2004．422



8,246億円を計上している。

③ 年金給付費

人口の高齢化の進展等を背景として、年

金受給者数は引き続き増加している。（厚

生年金受給者数は平成15年度の2,054万人

から平成16年度は2,164万人へ。基礎年金

受給者数は平成15年度の1,615万人から平

成16年度は1,750万人へ。）

こうした受給者数の増加等により、年金

給付費は平成15年度の34兆8,051億円から

平成16年度は36兆361億円に増加する見込

みである。

４．医療関係予算

⑴ 医療保険制度の課題

医療保険制度については、14年度に大きな

改革が行われ、16年度においても、後述する

ように、診療報酬・薬価等を医療費ベースで

１％引き下げるなどの見直しが行われた。し

かしながら、今後を展望すると、医療費はな

お年率約４％と経済成長を大きく上回って伸

びる見込みとなっており、国民皆保険制度を

将来にわたり持続可能なものとして維持して

いくためには、公的医療費の伸びを経済・財

政とバランスのとれたものに抑制する観点か

ら、医療制度改革をさらに進めていく必要が

ある。

具体的な改革の方向性・課題については、

まず、14年度改正健保法附則に様々な課題の

検討スケジュールが盛り込まれており、この

うち、①保険者の再編・統合を含む医療保険

制度の体系の見直し、②新しい高齢者医療制

度の創設、③診療報酬体系の見直し、につい

ては、改正健保法の規定に基づき、15年３月

27日に政府の「基本方針」を閣議決定した。

また、「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針2003」（15年６月27日閣議決定）で

は、上記「基本方針」の早期具体化のほか、

増大する高齢者医療費の伸びの適正化方策や、

公的保険給付の内容及び範囲の見直し等の

「基本方針」以外の課題について、早期に検

討・実施することなどが盛り込まれている。

政府としては、これらの方針に基づき、具

体的な改革の内容を検討し、遅くとも18年に

は関連法案を提出して医療制度の抜本改革を

進めることとしている。

⑵ 16年度医療予算の概要

① 16年度診療報酬・薬価等改定

イ． 改定率

16年度においては、14年度に引き続き、

診療報酬本体及び薬価等の改定が行われ、

診療報酬本体は±０％での見直し、薬

価・医療材料価格は▲1.0％（医療費ベ

ース）の引下げを行うこととしている。

医療費▲1.0％縮減による16年度国庫

負担影響額は▲717億円（初年度効果）

であり、国民負担全体では、13年度実績

医療費をもとに機械的に計算すると、約

▲2,850億円（患者負担▲450億円、保険

料負担▲1,500億円、公費負担▲900億

円）の軽減効果となっている。

診療報酬本体の改定率をめぐっては、

予算編成過程において、

① 近年の賃金・物価の下落動向、厳し

い医療保険財政の状況等を踏まえ、相

当規模の引下げを行うべきとの意見と、

② 14年度以降の医療機関の収支状況の

悪化や、医療安全対策等のコスト増要

因を考慮し引上げが必要との意見

があったが、調整の結果、中医協（中央

社会保険医療協議会）における合意も踏

まえ、現状の厳しい経済社会情勢を反映

した合理化等を進める中で、医療安全・

質の確保、具体的には、小児医療・精神
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医療等への対応等といった政策ニーズに

必要な財源を確保することとし、全体と

しては±０％で合理的でメリハリのつい

た改定にすることで決着を見た。

ロ．診療報酬・薬価等改定の主要項目

診療報酬改定の具体的な項目について

は、中医協の諮問答申を経て、２月27日

に厚生労働省から告示された。その内容

は、15年３月27日に閣議決定された「診

療報酬体系の見直しに関する基本方針」

に沿って、①医療技術の適切な評価、②

医療機関等の適切な反映、③患者の視点

の重視、という基本的考え方に立ってお

り、主な項目は以下のとおりである。

・ 小児医療・精神医療の重点的評価

（小児医療に係る時間外加算の引上げ、

新生児入院医療管理加算の引上げ等）

・ リハビリテーション等の充実、新規

技術の導入や骨髄移植点数の引上げ等

の既存技術の見直し

・ 急性期入院医療の包括評価の拡大

（民間病院などに対するDPC（診断

群分類別包括評価）の試行的適用）

・ 材料、医療機器等の適正評価、検体

検査・画像診断等の適正化

薬価基準については３月５日に告示さ

れ、市場実勢価格に応じた見直しのほか、

長期収載先発品価格の適正化等により、

全体として、薬価ベースで▲4.2％（医

療費ベースで▲0.9％）の引下げを行う

こととしている。また、医療材料価格に

ついても医療費ベース▲0.1％の引下げ

を行うこととしている。

② 医療費国庫負担

16年度医療費国庫負担予算額は、最近の

医療費の動向、診療報酬・薬価等改定（医

療費ベースで▲1.0％）の影響等を織り込

んだ上で、81,238億円（15年度当初予算比

3,717億円、4.8％増）を計上している。

③ 医療提供体制の整備

医療提供体制については、安心で質の高

い効率的な医療の提供を推進する観点から、

医療安全対策や、救急医療対策の推進、医

療従事者の確保と質の向上等を図ることと

している。

このうち、救急医療対策については、そ

の体系的整備を図るため、救命救急センタ

ー等の整備を推進するほか、小児救急電話

相談事業の創設など、小児救急医療体制の

充実を図ることとし、総額143.8億円（15

年度：155.5億円）を計上している。

また、医療従事者の確保と質の向上に関

しては、16年４月から医師の卒後臨床研修

が必修化されることを踏まえ、診療報酬に

おける評価とあわせて、一般会計補助とし

ても、研修内容の拡充に対応した教育経費

の増額や宿日直研修事業に係る特別加算の

創設など、その推進に171.2億円（15年

度：42.8億円）を計上している。

⑶ 国立高度専門医療センター特別会計

① 国立病院・療養所の独立行政法人への移

行

国立病院・療養所については、これまで

国立病院特別会計で経理してきたところで

あるが、中央省庁等改革の一環として、医

療の高度化、専門化などの環境の変化を踏

まえつつ、国の政策医療として国立病院・

療養所が担うべき医療を全国において確実

に実施し、かつ効率的・効果的に業務を行

うため、国が自ら運営する必要がある国立

高度専門医療センター及びハンセン病療養

所を除き、平成16年度から独立行政法人国

立病院機構としてスタートすることとなり、

また、国立高度専門医療センターについて

は、国立病院特別会計を再編した国立高度
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専門医療センター特別会計において経理す

ることとしたところである（表３参照）。

② 国立高度専門医療センター特別会計の予

算

国立高度専門医療センター特別会計の16

年度予算については、経営費、施設整備費

等の財源の一部について一般会計から486

億円を受け入れるほか、施設整備に充てる

ため、財政融資資金から38億円を借り入れ

ることとしている。

５．福祉施策

⑴ 生活保護

① 老齢加算の段階的廃止

予算執行調査の際に地方公共団体の担当

者から出された制度見直しに関する意見も

参考としながら、17年度における生活保護

制度の本格的な見直しに向けて、まず、原

則70歳以上の者に支給される「老齢加算」

（月額17,930円 １級地－１）について３

年で段階的に廃止することとしている。

② 適正化対策の見直しと自立・就労支援の

(表３)
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推進

生活保護適正実施推進事業の見直しを行

い、実効性のある事業に重点化するととも

に、自治体における民間の力も活用した自

立・就労支援の取組みを新たに推進するこ

ととしている。

③ 扶助基準等の引下げ

生活保護の扶助基準等については、国民

の消費動向や年金額の物価スライドの実施

等を総合的に勘案し、引下げ（▲0.2％）

を実施することとしている。

15年度 16年度

○ 生活扶助
基準(月額)

162,490円 162,170円

１級地―１の標準３人世帯の場合

⑵ 介護保険制度

高齢者介護については、介護保険給付費の

適正化対策を推進するほか、介護保険制度の

円滑な実施のため、PFI等も活用した介護

サービス基盤の整備を効率的に進めることと

し、介護保険に対する国庫負担としては、

17,921億円（15年度当初予算比2,328億円、

14.9％増）を計上している。

⑶ 子育て支援等

政府においては、平成11年12月に中長期的

に進めるべき総合的な少子化対策の指針とし

て「少子化対策推進基本方針」を策定し、新

エンゼルプラン、「仕事と子育ての両立支援

策の方針について」（平成13年７月６日閣議

決定）に基づく「待機児童ゼロ作戦」等によ

って、子育てと仕事の両立支援を中心として、

子どもを産みたい人が生み育てやすいように

するための環境整備に力点を置いて、様々な

対策を実施してきたところである。16年度予

算においても総合的な子育て支援等を推進す

ることとしている。

(参考）「仕事と子育ての両立支援策の方針に

ついて」における主な目標

・ 14年度中に５万人、さらに16年度まで

に10万人、計15万人の受入れ児童の増大

を図る（待機児童ゼロ作戦）

・ 放課後児童クラブなどの放課後児童受

入れ体制を大都市周辺部を中心に整備し、

16年度までに全国で15,000ヶ所とする。

① 待機児童ゼロ作戦の推進等

イ．16年度までに、計15万人の保育所受入

れ児童の増。

保育所
運営費

15年度
4,220億円

→
16年度
2,665億円

(公立保育所運営費について一般財源

化)

保育所
整備費

15年度
156億円

→
16年度
299億円

(待機児童の多い市町村を中心に保育

所の緊急整備を行うための経費として、

平成16年度に限り150億円を上乗せ）

ロ．親の就労形態の多様化（パートの増大

等）に伴う子どもの保育需要の変化に対

応するため、週２、３日程度、又は午前

か午後のみ必要に応じて柔軟に保育所を

利用できる特定保育事業について、対象

年齢を就学前まで拡充。

ハ．放課後児童クラブを16年度に800ヶ所

の増。

② 子育て家庭への支援等

イ．子育て中の労働者や主婦等を会員とし

て、地域における育児等の相互援助活動

を行うファミリー・サポート・センター

事業の拡充。

ロ．母子家庭等就業・自立支援センター事

業の推進。

ハ．母子寡婦福祉貸付金の充実。

ニ．児童手当について、支給対象年齢を小

学校第３学年修了まで引上げ。
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⑷ 障害者施策の推進

障害者の自立と社会参加を推進するため、

障害者基本計画重点施策実施５か年計画（新

障害者プラン）の実施と合わせ、障害者の自

己決定を尊重する支援費制度の円滑な施行を

図るとともに、雇用と福祉の連携による障害

者雇用等を推進する。

・ ホームヘルパー、ショートステイ、デイ

サービス等の在宅サービスの推進

・ グループホーム、福祉ホーム、小規模通

所授産施設などの住まいや働く場ないし活

動の場の確保

６．雇用関係予算

現在の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、早期再

就職を強力に促進し、官民による労働力需給調

整機能の強化を進めるとともに、若年者雇用対

策、失業者の特性に応じたきめ細やかな雇用対

策、地域の自主性を活かした雇用創出の促進等

の推進を図ることとしている。

① 雇用保険国庫負担金

平成16年度予算における雇用保険につい

ては、最近における受給実績等を勘案し、

求職者給付について一般分の受給者実人員

を月平均90.4万人、平均受給月額を14万

8,905円と見込み、雇用保険国庫負担金に

ついて4,901億円を計上している。

② 若年者雇用対策

若年者の高い失業率・離職率、フリータ

ーの増大等に対応するため、今後の時代を

担う若年者の職業意識形成、職業能力開発、

就職支援対策を図る「若者自立・挑戦プラ

ン」を推進する。

イ．教育段階から職場定着に至るキャリア

形成・就職支援（15年度39億円→16年度

46億円）

ロ．日本版デュアルシステムの導入（16年

度75億円（新規））

ハ．若年者向けキャリア形成支援の推進

（15年度10億円→16年度10億円）

ニ．若年労働市場の整備（15年度140億円

→16年度127億円）

ホ．地域と連携・協力による若年者就職支

援対策の展開（16年度27億円（新規））

③ 早期再就職促進のための支援策の強化

厳しい雇用情勢及び構造改革が加速され

る中での雇用への影響に対応し、早期再就

職を強力に促進するとともに、官民による

労働力需給調整機能の強化を進める。

イ．家計の担い手である非自発的求職者を

対象とした求職活動計画の策定及び個別

総合的な就職支援の実施

ロ．求人開拓から就職に至る一貫した就職

支援をきめ細かく実施する就職支援ナビ

ゲーターの増員

ハ．官民連携した雇用情報システムである

「しごと情報ネット」において雇用関係

情報の積極的提供

④ 地域の自主性・民間活力を生かした雇用

対策

地域の特性や自主性を活かした効果的な

雇用創出を図るとともに、民間のノウハウ

や活力を活用した就職支援を推進する。

イ．市町村及び地元経済界による人材育成

等を支援する地域雇用機会増大促進支援

事業の創設

ロ．地域の事業主団体によるミスマッチ解

消事業を支援する地域求職活動援助事業

の推進

ハ．民間機関を活用した職業訓練と就職支

援の実施

ニ．民間委託による長期失業者等の就職支

援（緊急雇用創出特別基金の活用）
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